
 

  

 

 

 

 

 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類対策特別措置法に基づく特定施設設置者による 

測定結果（平成 30年度）の公表 
 

～排出ガス基準超過の１施設を改善指導し、全ての施設で基準適合～ 
 

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、特定施設注）の設置者は、特定施設からの排出ガスや

排出水等のダイオキシン類による汚染状況を年 1回以上測定し、その結果を知事へ報告すること

とされており、県は、報告された結果を公表することとされている。 

今般、平成３０年度の結果を公表する。 

注）焼却能力が５０ｋｇ／ｈ以上である廃棄物焼却炉等のダイオキシン類を排出する施設 

○ 平成３０年度の測定結果の概要 

・  57施設中 54施設に関して、設置者から測定結果の報告があった。そのうち 1施設につい

ては排出ガスに係る排出基準を超過したが、その後改善指導により施設の修繕を行い再測定

した結果、排出基準に適合となった。これにより、報告があった施設については全て排出基

準に適合した（個別施設の測定結果等は別添一覧を参照）。 

・ 未報告の 3施設は、年度途中の廃止が 2施設、同じく休止が 1施設であった。 

項目 特定施設種類 
対象施

設数*1 

報告施設数 未報告施設数 

排出基準 
稼働 廃止等 

適合 不適合 

排出ガス 
廃棄物焼却炉 57 53 1 0 3 

アルミニウム合金製造施設 1 1 0 0 0 

排出水 
廃棄物焼却炉に係る排ガス洗浄施設 1 1 0 0 0 

下水道終末処理施設 1 1 0 0 0 

合計 60 56 1 0 3 

*1 設置後 1年以上が経過及び、設置後 1年未満であっても測定結果の報告があった特定施設で、

平成 30年度内に稼働実績があるもの（年度途中での施設の廃止又は休止したものも含む。） 

項目 対象施設数*2 報告施設数 
未報告施設数 

稼働 廃止等 

ばいじん・燃え殻*3 57 54 0 3 

   *2 *１の対象施設のうち廃棄物焼却炉 

   *3 ばいじん・燃え殻については、排出基準はないが、埋立等処分を行う場合には処理基準が

定められている。 
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＜参考資料：ダイオキシン類対策特別措置法関係＞ 

 

○ ダイオキシン類に関する基準 

1. 耐容一日摂取量（TDI（Tolerable Daily Intake）ともいう。） 

国及び地方公共団体が講ずるダイオキシン類に関する施策の指標とすべき量で、人が生涯にわたっ

て継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼすおそれがない一日当たりの摂取量のこと。 

ダイオキシン類対策特別措置法施行令第 2 条で 4 pg-TEQ※/kg/日（１日、人の体重１kg 当たり）と

定められており、この数値をもとに環境基準や規制基準が定められている。 

 

※TEQ：毒性等量。ダイオキシン類は 200種類以上の同族体・異性体があり、それぞれの異性体で毒性

の強さが違うため、異性体ごとの毒性強度を考慮して算出した濃度であることを明示するため

の記号。 

 

2. 排出基準 

①大気関係（本県に設置されている施設に係るもの）   （単位：ng-TEQ/m3N） 

特 定 施 設 の 種 類 施 設 規 模 
排出基準 

新設＊1 既設＊1 

アルミニウム合金製造の用に供する

焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉 

焙焼炉、乾燥炉：0.5 t/時以上 

溶解炉：  1 t/時以上 
  1  5 

廃棄物焼却炉＊2 

(焼却能力 50 kg/時以上、又は 

火床面積 0.5 m2以上) 

焼却能力：4 t/時以上 0.1  1 

：2～4 t/時   1  5 

：2 t/時未満   5 10 

＊1 「既設」とは、法施行（平成 12年 1月 15日）の際現に設置されている施設（設置の工事がされ

ているものを含む。）をいい、「新設」とは法施行日以降に設置されたものをいう。 

＊2  廃棄物焼却炉のうち、火格子面積 2 m2以上又は焼却能力 200 kg/h 以上で、平成 9 年 12 月 2 日

以降に設置工事が着手されたものは、新設の排出基準が適用される。 

 

 ②水質関係（本県に設置されている施設に係るもの）    （単位：pg-TEQ/L） 

特 定 施 設 の 種 類 排出基準 

廃棄物焼却炉(燃焼能力 50 kg/時以上又は火床面積 0.5 m2以上)に係る

廃ガス洗浄施設､湿式集じん施設又は汚水等を排出する灰の貯留施設 10 

特定施設から排出される下水を処する下水道終末処理施設 

 

○ 廃棄物焼却炉等に係るばいじん等の処理等 

廃棄物焼却炉から排出されるばいじん、焼却灰その他燃え殻を処分する場合には、それらに含まれ

るダイオキシン類の量を 3 ng-TEQ/g以内となるように処理しなければならない。 

なお、H12.1.15より前に設置された施設から排出されるばいじん、焼却灰その他燃え殻については、

重金属が溶出しないよう次の処分を行う限り、この基準は適用されない。 

①セメント固化、②薬剤処理、③酸その他の溶媒処理  












